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○
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

 

避
難
上
及
び
消
火
上
支
障
が
な
い
周
囲
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

避
難
上
及
び
消
火
上
支
障
が
な
い
周
囲
の
部
分
を
定
め
る
件

 

第
一　

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

火
災
抑
制
等
建
築
物　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

 

る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う
。

イ　

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物　

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、

 

は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
っ
て
は
、
特
定
火
災
時
倒
壊
防
止
構
造
）
と
す
る
こ
と
。

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に

(1)

 

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
三
号
（
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一
第
一
項
第
一
号
ロ
か
ら

(2)

 

ヘ
ま
で
及
び
チ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　

当
該
建
築
物
（
階
段
室
及
び
付
室
を
除
く
。
）
を
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
告
示
第

(3)
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一
第
二
項
に
規
定
す
る
火
災
時
倒
壊
防
止
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
第
一
第
三
項
に
規
定
す
る
通
常
火
災

終
了
時
間
防
火
設
備
で
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
水
源
と
し
て
、
水
道

の
用
に
供
す
る
水
管
を
連
結
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
、
又
は
消
火
上
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、

天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
部
分
に
あ
っ
て
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

 

内
ご
と
に
区
画
す
れ
ば
足
り
る
。

 

　

階
段
室
の
出
入
口
に
付
室
を
設
け
る
こ
と
。

(4)

 

　

外
壁
面
及
び
屋
根
の
軒
裏
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
す
る
こ
と
。

(5)
ロ　

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物　

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、

は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
っ
て
は
、
告
示
第
一
第
十
項
に
規
定
す
る
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
）
と
す
る
こ

 

と
。

 

　

イ

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(1)

(1)

(3)

(5)

 

　

告
示
第
一
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(2)
ハ　

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
倉
庫
又
は
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
除
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く
。
）　

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
っ

 
て
は
、
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
）
と
す
る
こ
と
。

 
　

次
に
掲
げ
る
基
準

(1)

 

　

イ

、

及
び

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅰ)

(1)

(3)

(5)

 

　

告
示
第
一
第
一
項
第
二
号
チ
及
び
リ
並
び
に
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅱ)

 

　

次
に
掲
げ
る
基
準

(2)

 

　

地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(ⅰ)

 

　

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅱ)

(1)
(ⅰ)

 

　

告
示
第
一
第
一
項
第
二
号
チ
及
び
リ
、
第
三
号
ロ
並
び
に
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅲ)

 

　

次
に
掲
げ
る
基
準

(3)

 

　

地
階
を
除
く
階
数
が
一
で
あ
る
こ
と
。

(ⅰ)

 

　

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅱ)

(1)
(ⅰ)

 

　

告
示
第
一
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

(ⅲ)

二　

特
定
火
災
時
倒
壊
防
止
構
造　

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

 

ヘ
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
を
い
う
。

 

イ　

耐
力
壁　

告
示
第
一
第
二
項
第
一
号
（
外
壁
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
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ロ　

非
耐
力
壁　

告
示
第
一
第
二
項
第
二
号
（
外
壁
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
ハ　

柱　

告
示
第
一
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ニ　

床　

告
示
第
一
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

ホ　

は
り　

告
示
第
一
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

 

ヘ　

屋
根
の
軒
裏　

告
示
第
一
第
二
項
第
六
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
二　

令
第
百
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
上
及
び
消
火
上
支
障
が
な
い
周
囲
の
部
分
は
、
次
の
各
号
の

 

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。

一　

建
築
物
の
周
囲
の
部
分
の
う
ち
、
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
公
園
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
空
地
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
接
す
る
部
分
（
当
該
部
分
に
垣
、
柵
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 

を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

 

イ　

当
該
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
の
所
有
者
が
所
有
す
る
も
の

ロ　

当
該
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
避
難
及
び
通
行
の
安
全
上
支
障
が
な
い
よ
う
維
持
保
全
が

 

行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の

二　

火
災
抑
制
等
建
築
物
の
周
囲
の
部
分
の
う
ち
、
当
該
建
築
物
の
外
壁
で
開
口
部
を
設
け
な
い
部
分
又
は
特
定
外

壁
開
口
部
（
当
該
建
築
物
の
外
壁
の
開
口
部
の
う
ち
、
そ
の
開
口
面
積
が
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
次

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
の
固
有
通
常
火
災
終
了
時
間
（
告
示
第
一
第
四
項
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
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算
し
た
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
防
火

設
備
を
設
け
る
部
分
（
特
定
外
壁
開
口
部
以
外
の
開
口
部
を
設
け
る
部
分
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
設
け
る
部
分
に
面
す
る
部
分
で
、
当
該
建
築
物
の
特
定
外
壁
開
口
部
以
外
の
開
口
部
か
ら
敷
地
の
接
す
る
道
ま

 

で
達
す
る
通
路
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分

イ　

九
十
分
を
超
え
る
場
合　

通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
固
有
通
常
火
災

終
了
時
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六

十
一
条
第
一
項
又
は
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
百
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認

 

定
を
受
け
た
防
火
設
備

 

ロ　

七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備

 

　

イ
に
定
め
る
防
火
設
備

(1)

 

　

告
示
第
一
第
十
一
項
に
規
定
す
る
九
十
分
間
防
火
設
備

(2)

 

ハ　

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備

 

　

ロ
に
定
め
る
防
火
設
備

(1)

 

　

告
示
第
一
第
十
二
項
に
規
定
す
る
七
十
五
分
間
防
火
設
備

(2)

 

ニ　

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備

 

　

ハ
に
定
め
る
防
火
設
備

(1)
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特
定
防
火
設
備

(2)
 

附　

則

こ
の
告
示
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令

 

和
七
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


